
 

 

 

 

 

 

 

 

※学校で流行しやすい飛沫感染する感染症 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神石高原町立神石小学校 保健室 

令和７年１１月１３日 

１１月７日は「立冬」。朝晩の冷え込みで神石の山も紅葉が深まり、冬の

足音が聞こえ始めました。また、感染症が流行する時期になりました。水も

冷たくなりますが手洗いを丁寧に行い感染予防に努めましょう。また、学校

で感染症が流行した時の予防のためにマスクを着用する場合があります。

いつもランドセルにマスクを準備しておいてください。 

学校感染症と出席停止の期間の基準 
（学校保健安全施行規則第 19条 令和 5年 5月 8日改定） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の出席停止期間 

「発症した後 5日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1日を経過するまで」 

・無症状の感染者においては、検体を採取した日から 5 日を経過するまでとしま

す。 

・「症状が軽快」とは解熱剤を使用せずに解熱し、かつ咳などの呼吸器症状が改善

傾向にあることを指します。 

・出席停止期間後、発症から 10 日を経過するまでは、マスクの着用を推奨しま

す。 

・なお、この出席停止期間より短縮することはありません。 


